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令和３年広審第４７号 

裁    決 

旅客船ＡモーターボートＢ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 五級海技士（航海） 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官中山国夫出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ｂを戒告する。 

 受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年６月１２日１６時１７分 

 愛媛県松山港第１区 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 旅客船Ａ       モーターボートＢ 
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  総 ト ン 数 １８５トン      ３.１トン 

  登 録 長 ２７.５０メートル  ９.６１メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関    ディーゼル機関 

   出   力 ５９０キロワット   ２４２キロワット 

３ 事実の経過 

 (1) 設備、性能等 

  ア Ａ 

    Ａは、平成３０年６月に進水した、最大搭載人員が、船員が４

人、航行予定時間１.５時間未満で車両を搭載した場合の旅客が

１５０人の、１機２軸で船首尾にそれぞれ推進器を有する全通一

層甲板の両頭型旅客船兼自動車渡船で、いずれも松山港第１区の

高浜地区と同県興居島泊地区間を、片道約１０分の所要時間で１

日に１４往復する定期航路に就航していた。 

    操舵室は、甲板室最上層の航海甲板の中央部に設けられ、２台

の操舵スタンド間に機関操縦スタンド１台を装備しており、高浜

地区に向かう際及び泊地区に向かう際（以下、高浜地区に向かう

際の進行方向を船首方向とする。）とで、操舵スタンドが使い分

けられていた。 

    旅客船の操縦性能に関する資料によれば、喫水船首１.８７０メ

ートル船尾１.８３５メートル、出力状態４/４で前進中、最大旋

回圏及び縦距が左旋回時に５３メートル及び６６メートル、右旋

回時に３４メートル及び６５メートルで、停止性能試験における

最短停止時間が３１秒、同距離が１０７メートルであった。 

  イ Ｂ 

    Ｂは、平成１３年４月に進水し、漁ろう以外のことをする間の

最大搭載人員が９人の、モーターホーンを備えたＦＲＰ製小型兼
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用船で、船尾寄りに操舵室を、同室前部下方に船室を、操舵室の

前方及び後方にいずれもオーニングを展張した船首、船尾両甲板

を設け、前部右方に舵輪、機関操縦レバー及びレーダーを設けた

操舵室のほか、舵及び機関の各操作ダイヤルを備える遠隔操縦装

置（以下「リモコン」という。）の延長コードが届く範囲で操船

することが可能であった。 

 (2) 松山港第１区の状況 

   松山港は、港則法上の特定港に指定される、愛媛県の中央部に設

けられた瀬戸内海に面する港湾で、松山港第１区が、興居島東岸と

四国側の松山市西岸とに挟まれた高浜瀬戸を含む水域に設定されて

おり、高浜、三津両地区及び興居島沿岸に設けられた着桟施設や漁

港に出入りする旅客船や漁船が行き交っていた。 

 (3) 本件発生に至る経緯 

   Ａは、ａ受審人ほか３人が乗り組み、旅客３０人を乗せ、車両５

台を積載して船首尾とも２.０メートルの喫水となり、令和３年６月

１２日定刻の１６時１０分泊地区を発し、高浜地区に向かった。 

   ａ受審人は、周囲約２海里をＧＰＳプロッターに、０.７５海里レ

ンジでオフセンターとして前方約１.２海里をレーダーに、いずれも

ヘッドアップで表示させて単独で操船に当たり、１６時１１分半少

し前松山港高浜５号防波堤灯台（以下「松山港高浜灯台」とい

う。）から２３８.５度（真方位、以下同じ。）１.３７海里の地点

で、針路を０８２度に定め、７.０ノットの速力（対地速力、以下同

じ。）で手動操舵によって進行した。 

   ａ受審人は、針路を定めた際、左舷船首方に南下中のＢを初めて

視認し、総トン数２０トン未満の汽艇である同船が避航船に、自船

が保持船に相当することを認めてＢに対する動静監視に当たりなが
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ら続航した。 

   ａ受審人は、１６時１６分松山港高浜灯台から２２４.５度１,６７０

メートルの地点に達したとき、Ｂが、方位がほとんど変わらずに左

舷船首４４度４００メートルとなり、その後、衝突のおそれがある

態勢で自船の進路を避ける気配を見せないまま接近するのを認めた

が、漁船は小回りが利くので、Ｂが自船を避けるものと思い、警告

信号を行うことも、間近に接近しても、直ちに行きあしを止めるな

ど、衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行した。 

   ａ受審人は、Ｂを目視しながら続航中、避航の様子を見せないま

ま至近に迫った同船に危険を覚え、左舵一杯としたが、効なく、１６

時１７分松山港高浜灯台から２１９.５度１,５１０メートルの地点

において、Ａは、原針路、原速力のまま、その左舷後部外板にＢの

船首部が前方から４５度の角度で衝突した。 

   当時、天候は雨で風力１の北風が吹き、海上は穏やかで、視界は

良好であった。 

   また、Ｂは、ｂ受審人が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、遊

覧の目的で、船首０.４メートル船尾１.０メートルの喫水をもって、

同日１４時００分松山港三津地区の係留地を発し、愛媛県野忽那漁

港に向かった。 

   ｂ受審人は、１４時５０分野忽那漁港に到着し、同乗者を連れて

野忽那島に上陸し、散策するなどして過ごした後、１５時３０分前

示漁港を発して帰航の途に就いた。 

   ｂ受審人は、周囲約１.５海里をノースアップでＧＰＳプロッター

に、０.７５海里レンジでオフセンターとして前方約１海里をヘッド

アップでレーダーにそれぞれ表示させ、同乗者を操縦席に腰を掛け

させて自身が同席左方に立ち、リモコンを操作しながら釣島水道を
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横切り、高浜瀬戸に向けて南下した。 

   ｂ受審人は、高浜瀬戸を南下し、興居島東岸の神埼東方沖合を航

過して松山港第１区に入域し、１６時０９分少し過ぎ松山港高浜灯

台から３２６度１,２４０メートルの地点で、針路を１８７度に定め、

機関を全速力前進の回転数毎分１,０００にかけ、９.２ノットの速

力で自動操舵により進行した。 

   ｂ受審人は、１６時１２分頃右舷船首方にＡを初めて視認し、同

船が高浜地区に向かう旅客船兼自動車渡船であることが分かり、１６

時１３分頃一見してＡまで距離があり、同船以外に他船を見掛けな

かったので、前日の操業で汚れた船首甲板を洗浄することとしてリ

モコンを甲板室前部囲壁に据えつけ、同甲板の洗浄作業を始めた。 

   ｂ受審人は、１６時１６分松山港高浜灯台から２２６.５度１,２８０

メートルの地点に達したとき、Ａが右舷船首３１度４００メートル

となり、同船の方位がほとんど変わらぬまま衝突のおそれがある態

勢で接近する状況となったが、船首甲板の洗浄作業に気をとられ、

Ａに対する動静監視を十分に行わなかったので、この状況に気付か

ず、同船の進路を避けることなく続航した。 

   ｂ受審人は、船首甲板の洗浄作業に当たりながら進行中、至近に

迫ったＡに気付き、右舵一杯として機関を中立運転としたが、及ば

ず、Ｂは、２１７度に向首したとき、原速力のまま、前示のとおり

衝突した。 

   衝突の結果、Ａは、左舷後部外板に擦過傷を、Ｂは、船首部に亀

裂等をそれぞれ生じたが、いずれも後に修理された。 

 

 （航法の適用） 

 本件は、港則法が適用される松山港において、昼間、互いに他の船舶
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の視野の内にある状況下、ＡとＢとが衝突したものであり、同船が総ト

ン数２０トン未満の汽船であることから同法の汽艇に、Ａが総トン数２０

トン以上の船舶であることから同法の汽艇以外の船舶に該当し、両船が

互いに視認すれば、このことを認識し得ると認められることから、港則

法第１８条第１項によって律するのが相当である。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、松山港第１区において、汽艇に該当するＢが、動静監視

不十分で、汽艇以外の船舶に該当するＡの進路を避けなかったことによ

って発生したが、Ａが、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動

作をとらなかったことも一因をなすものである。 

 ｂ受審人は、松山港第１区において、三津地区の係留地に向けて南下

中、東行中のＡを右舷船首方に視認した場合、衝突のおそれの有無を判

断できるよう、Ａに対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。

しかるに、同人は、船首甲板の洗浄作業に気をとられ、Ａに対する動静

監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船の方位がほとんど

変わらぬまま衝突のおそれがある態勢で接近する状況に気付かず、Ａの

進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き、Ａ、Ｂ両船に損傷を

生じさせるに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 ａ受審人は、松山港第１区において、高浜地区に向けて東行中、Ｂが、

衝突のおそれがある態勢で自船の進路を避ける気配を見せないまま間近

に接近するのを認めた場合、直ちに行きあしを止めるなど、衝突を避け

るための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、漁

船は小回りが利くので、Ｂが自船を避けるものと思い、衝突を避けるた
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めの協力動作をとらなかった職務上の過失により、Ｂとの衝突を招き、

Ａ、Ｂ両船に損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年１０月２６日 

     広島地方海難審判所 

        審 判 長 審 判 官  濱  田  真  人 

 

             審 判 官  丸  田     稔 

 

 審判官鈴木勲は、差し支えにつき署名押印することができない。 

 

        審 判 長 審 判 官  濱  田  真  人 


